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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 7月 7日 (2006.7.7)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 請 求 項 １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 請 求 項 １ 】
　 階 層 化 さ れ た セ ル ラ ー ネ ッ ト ワ ー ク に お け る 通 信 リ ソ ー ス の 利 用 を 改 善 す る 方 法 で あ っ
て 、
　 呼 が 継 続 し て い る 間 に 、 第 １ の レ イ ヤ ー セ ル 通 信 リ ソ ー ス に 関 連 す る サ ー ビ
ス を 要 求 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 呼 が 継 続 し て い る 間 に 、 前 記 第 １ の レ イ ヤ ー セ ル 前 記 通 信 リ ソ ー ス の 利 用
が 可 能 か を 判 定 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 呼 が 継 続 し て い る 間 に 、 前 記 第 １ の レ イ ヤ ー セ ル 前 記 通 信 リ ソ ー ス の 利 用
が 可 能 で な い 場 合 に は 、 レ イ ヤ ー セ ル 前 記 通 信 リ ソ ー ス の 利 用 が 可 能 で あ
る か を 判 定 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 第 ２ の レ イ ヤ ー セ ル 前 記 通 信 リ ソ ー ス の 利 用 が 可 能 で あ る 場 合 に は 、 前 記
第 １ の レ イ ヤ ー セ ル か ら 前 記 第 ２ の レ イ ヤ ー セ ル へ と 前 記 呼 を ハ ン ド オ フ す る ス テ ッ プ と
、
　 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 方 法 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 請 求 項 １ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 請 求 項 １ ２ 】
　 マ ル チ レ イ ヤ ー の セ ル ラ ー ネ ッ ト ワ ー ク で あ っ て 、 前 記 セ ル ラ ー ネ ッ ト ワ ー ク の 中 で 第
１ の レ イ ヤ ー セ ル を 形 成 す る 第 １ の 基 地 局 と 、 前 記 セ ル ラ ー ネ ッ ト ワ ー ク の 第 ２ の レ イ ヤ
ー セ ル を 形 成 す る 第 ２ の 基 地 局 と が 含 ま れ て い る セ ル ラ ー ネ ッ ト ワ ー ク に お い て 、
　 呼 が 継 続 し て い る 間 に 、 第 １ の レ イ ヤ ー セ ル 通 信 リ ソ ー ス に 関 連 す る サ ー ビ
ス を 要 求 す る 手 段 と 、
　 前 記 呼 が 継 続 し て い る 間 に 、 前 記 第 １ の レ イ ヤ ー セ ル 前 記 通 信 リ ソ ー ス の 利 用
が 可 能 か を 判 定 す る 手 段 と 、
　 前 記 呼 が 継 続 し て い る 間 に 、 前 記 第 １ の レ イ ヤ ー セ ル 前 記 通 信 リ ソ ー ス の 利 用
が 可 能 で な い 場 合 に は 、 レ イ ヤ ー セ ル に お け る 前 記 通 信 リ ソ ー ス の 利 用 が 可 能 で あ
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る か を 判 定 す る 手 段 と 、
　 前 記 第 ２ の レ イ ヤ ー セ ル 前 記 通 信 リ ソ ー ス の 利 用 が 可 能 で あ る 場 合 に は 、 前 記
呼 を 前 記 第 １ の レ イ ヤ ー セ ル か ら 前 記 第 ２ の レ イ ヤ ー セ ル へ と ハ ン ド オ フ す る 手 段 と 、
　 を 含 む こ と を 特 徴 と す る セ ル ラ ー ネ ッ ト ワ ー ク 。
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